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1.序 言

一部 の大企業を 除いて 申小 企業が わが国産業 の99.9%(企 業数)で あると

い われてい る現在,申 小 企業 の研究が大 企業 の研 究 と切離 しては 行われ得 ない

の で ある に も拘わ らず,大 企業 偏重 の研究 ば か りで あつたわが 国の実証研究

も,最 近は次第 に中小 企業を採 り上 げ るに至つ た ことは,中 小企業 の研 究 こそ

がわが国 の産 業構造 の研究 に連関す ることを自覚す るに至 つた もので ある と考

え られ る。勿論戦後のわが国は ・市場 を失い ・過剰人 口を抱 えて死苦悩 の裡 に

沈 んでい るが,中 小企業はた めに潜在失業者 を吸収 す る場 となつて経済的 に も

社 会的 に も大企業か ら圧迫 きれつ 、も,却 つて経済的 に も社会的 に も大 きな役

割 を果 してい るのが現状 であ ることに もよ るので ある。 それはわが国の生産 と

国民所得 と税収 の約7割 が,申 小 企業 によつて占 め られてい ることか らも分 る

の であ るが,金 融 におい ては中小企業は全体 の2割 を受 けてい るに過 ぎない の

で あ るこ とを見落 しては な らないので ある。

申小企業 につい ては従来い ろいろの角度か ら論議 されてはい るが,そ の問題

の 本質を具体的 に把握 す ることは容易 な ことで はない。 企業の形 態やその成 立
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の歴史的 な展開・金融 の対 策 ともい うべ きもの・経営 にお ける能率的 な組織化 の

問題 ・技術進歩 や経理 計算 の整備 や労働問題 の如 き企業の近代化 と合理化 ・大

企業対小企業 との連関か らの維 持育成 等 と解決 を要す る多 くの 問題 を持 ち,

しか もそれ らの問題 の解決 は困難 にして急 を要す る もの ばか りで あ るか らで あ

る。政府 は申小企業の環 境 を整備 してその活動 を活発 にさせ よ うと企図 してい

るが,大 企業 の不当 な圧迫 を排除 出来 ない ま ㌧に しておいて,深 刻 な る過剰競

争を安定せ しめん と して も到底調整 し得 ない し,況 んや申小企業の市場拡大対

策 といつて も簡単に効 を奏すべ くもない』生産力 の向上か ら取 り残 された いわ

ゆ る低賃金 と過重労働で ある 「暗い谷 間」が,日 本経済 において戦前 で も戦後

で も相変 らず大 きな存在で あ る中小企業に対 して,後 進国で あつた ことの故 に

大企業政策のみ を とらなけれ ばな らなかつた政府 も,今 日以後 はいつ まで も大

企業 の ぎせ いに曝 してお くわけ にはいか ないで あろ う。

小論 は現在 の日本 の経済理論学者,殊 に英米 の経済学 の尖端 を必死 に探索 し

てい る学者か らみ ると,怪 しか らぬかび臭い もの としか思 われ るにす ぎないで

あろ うが,し か しわれ われは 日本経済 の実態 に即 して,乏 しい資料 の申 におい

て如何 な る問題 が ひそんでい るか を探ってみ よ うか と思 うのであ る。 わた くし

は 「米国 では大企業が断然多い と」思 ってい た ところ,実 は米国で も92・5%

(企業数)も 申小 企業が占めてい るとい うことを知 り,最 近 の 日本経済が 毎年

130万 の労働力 を こな してい るが,そ れの多 くはサーヴ ィス業 と卸売 ・小売 な

どの商業部 門に吸収 されてい ることを示 され るにつ けて,申 小 企業の問題 を国

民経済 の循環 を通 じて考 えてみたい とい う気持 に狩立 て られた ので あ る。

2.中 小 企業の問題

お きぎ りに されてい る中小 企業において むつか しい二つ の問題が ある。 その

一 は中小 企業 と大企業 とのひ どい格差で あ る。す なわ ち,中 小企業の生産性 と

賃金 の関係 で あ る。申小企業 にあつては,成 年労働者についてみ ても一番安い

ところでは月収3000円,高 い ところで大体9000円 ～10000円 止 りで あつて,普

通 の産 業の平均 給与 は大体1万3000～4000円 で あ るといわれ てい る。 従 つて

この ことは生産性のいかん を問 わず,賃 金 それ 自身 の平衡運動が その中で起 る

ら
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ことを意 味す るので あ る。問題の その二 は金 融問題 であ る。申小企業に対 す る大

企業の支払いが非常に悪 く,機械工 業だけで も現在未 払い300億 を数 えるといわ

れてい るが,法 律で もつて(支 払い促進法)処 理 す る以外 に途が ない とまで考

え られてい るので あ る。金融 の問題 はか くして,第 一の問題 に 波及す るので あ

つて 第一の問題 と第二 の問題 は相互 に連鎖運動 を続 け る必然性 を持ってい るか

らで ある。申小 企業 の金融 の現況 を申小企業庁の 「中小企 業金融実態 調査」 に

み よ う。 これは昭和30年6月 か ら11月 まで の6ケ月 間 を調査時点 とす るもので ・

東京 ・横浜 ・名古屋 。京都 。大阪お よび神戸の六大都市の申小企業者(工 業 ば

従業員5～300人 未満,商 業 は30人 未満)を 対 象 とした もので あ るが,そ の あ ら

ま しは次 の通 りで ある。

《資金 の需要》30年6月 か ら11月 まで の6ケ 月間に 「資金 借入の 必要に追

られた」 とす るものが工業部門では全体 の80%を 占め,商 業部門で は卸売業が

75.5%・ 小売業が45・9%を 占めてい る。工 業部門では化学工業90.2%・ 電気機

械器具製造業86%・ 金属製品製造業85・2%・ 専問機械器具製造 業83.8%,商 業

部 門で は織物衣服お よび身回品販売業が最 高で72.6%で あ る。

《資金借入希望額》(借 入申込額 ではな く実 際の希望額)工 業部 門で は設

備資金が8%・ 運転資金が92%(両 者合計100%),一 企業当 りの平均借入 希望

額 は設備資金93万1000円 ・運転資金 が1074万100ρ 円(両 者合 計の一企 業当 り平

均借入希望額1167万 円)。 設備資金 の需要が1割 以上 を占め る業種 は 印刷 出版

業 ・武器製造業 ・皮革品製造 業 ・ガ ラスお よび土石製品製造 業 ・紡績業。商業

部 門で は運転資金が94.7%・ 設備 資金 は5・3%(両 者合計100%',一 企業当 り

の平 均借入希望額 は卸売業では637万5000円 ・小売業で は92万9000円 で あ る(両

者合計 の一企業当 り平 均借入希望額302万 円)。

《資金 の借入先 》 必 要資金 の申込先 は大銀行が74.7%で,次 いで 地方銀 行'

信用金庫 となつてい るが,設 備資金 の中小企業金融公庫 お よび商工中金へ の申

込率 は特 に高 く工業では60%以 上 ・商 業では43.7%に およんでい る。

《資金借入成功額 》 工 業部 門で は90.2%(29年76.6%),一 企業当 りの平均

借入成功額 は1053万 円,借 入 申込額 に対す る借入成功率 を借入先 別にみ ると,

地方 銀行96.3%・ 大銀行95.2%・ 信用金庫93.4%・ 申小企 業金 融公庫 直接借
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93.1%・ 商工 申 金 転 借91.5%。 この成 功 率 を 企 業 の規 模 別 に み る と,5～29人

未 満73.4%。30～99人 未 満89.9%・100～199人 未 満91・6%・200～299人 未 満

99.2%と 規模 の大 き くな るほ ど成 功 率 は高 くな つ てい る。

商 業 部 門で は成功額 は85.3%で 一 企 業 当 りの平 均 借入 成功 額 は270万1000円

となっ てい る。これ を業態 別 に み る と成 功 率 は卸 売業 で は88.9%(29年82・1%)s

小売 業 で は70.1%(29年70.1%)で か な り低 い もので あ る。 借入 申込額 に対 す

る成 功 率 を借 入 先 別 にみ る と地 方 銀 行97・7%・ 大銀 行93.4%・ 申 小 企 業 金 融 公

庫 代理 借98.2%・ 商工 中 金転 借80・4%と なつ てい る。

《 借 入 金 利 》 借 入金 の金 利 を 日歩 で み る と,設 備 資金 の最 高金 利 で は貸金

業者17銭2厘 で あ る(親 戚知 人7銭2厘 ・取 引先6銭3厘 ・商工 中 金4銭3厘)。

運 転 資金 の最 高 と最 低 は貸金 業者17銭2厘 ～12銭3厘 ・親 戚知 人10銭5厘 ～6

銭9厘 ・信 用 組合4銭 ～3銭7厘 ・信 用金庫3銭7厘 ～3銭1厘 ・商工 中 金3銭

・4厘～3銭3厘 ・相互 銀 行3銭7厘 ～3銭 ・地 方 銀 行2銭9厘 ～2銭4厘 ・中 小

金 融 特別 店 舗2銭9厘 ～2銭6厘 ・大 銀 行2銭7厘 ～2銭4厘 とな つ てい る。

《 歩 積 ・両建 預 金 》 借 入先 か ら要 求 され た もの は・工 業部 門 で は全 体 の39

%,商 業 部 門 は全 体 の24・7%に 達 してい る。歩 積率 で は工 業 部 門 に おい ては最

高 は相 互 銀行 の10%・ 最低 は大銀 行 の2.2%,商 業部 門で最 高 は相 互銀 行 の11・3

%・ 最 低 は 大銀 行 の4・1%。 両建 預 金 の 比 率 で 工 業 部 門 の 最 高 は相 互 銀 行 の

金 融機 関別 に み た工 業 部 門 にお け る歩 積 率 ・両建 預 金 の比 率表
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50・4%・ 最 低 は信 用 組 合 の21,4%,商 業部 門 の 最 高 は相 互 銀 行 の41.6%・ 最 低

は大銀 行 の20・8%で あ る。 また歩 積 ・両建預 金 な ど拘束 預 金 の 総 預金 残 高 に対

す る比 率 は,規 模 別 にみ ると大 きい 企業 ほ ど低 く零 細 に近 ず くにつ れ て高 い 。

5人 ～29人 で は平 均54%・30人 ～99人 で は47・6%・100人 ～199人 で は38.3%・

20C人 ～299人 で29.7%と な つ て い る。

《 借入金 の使 途 》 工 業部 門 にお い て使 途 は主 として運転 資 金 で あ るが,通

常 の 支 出 に 充 当 す る資金 の 比 率 は 全体 の40.8%・ 増産 に伴 う増加 運 転 資 金 は

28・2%,こ れ を規 模 別 にみ る と5～29人 にお い て は増 加運 転 資 金 の比 率 が32.2%

で あ るが,30～99人 にお い て は通 常 の支 出 に充 当 す る資金 の 比 率 は35.9%・10

0～199人 で は52・2%,ま た使 途別 の借 入希 望額 に対 す る借 入成 功率 は,通 常 の

支 出 に充 当 す る資金 の借 入成 功 率 が最 高 で97.3%・ 更新 の た め の設備 資 金94・1

%・ そ の他92.9%・ 納 税 資 金92.6%と なつ て い る。.

商 業 部 門 にお い て は,使 途 は商品 仕入 資 金が72.2%・ 販 売 高 の上 昇 に よ る増

加 運転 資 金8.4%・ 滞 貨 商品 の た め の増 加 資 金5.9%・ 設 備 資 金4・9%,使 途

別 必要 資 金 に対 す る借 入成 功 率 は納税 資 金94.6%。 旧債 返済 資 金92.4%・ 商品

仕 入資 金89.1%・ 販 売 高上 昇 によ る増加 運 転 資金87%と なつ てい る。

《 借 入金残 高 》 一 企 業平 均 の借 入金 残 高 は 工 業626万 円(29年428万 円)・

卸 売 業256万 円(29年256万 円)・ 小 売 業46万 円(29年46万 円),こ れ を借 入

先 別に み ると大 銀 行69.8%が 最 高,規 模 別 にみ る と,5～29人134万 円(29年17

6万 円)・30～99人652万 円(29年586万 円)・100～199人2740万 円(29年2487

万 円)・200～299人11796万 円(29年7315万 円),商 業部 門 にお け る借入 先 別

にみ る と大 銀 行60.2%・ 地 方銀 行15.9%・ 信 用 金庫4.8%で あ る。

《 預 金 残 高 》 一 企 業平 均 預金 残 高 につ い てみ る と工 業部 門130万 円(29年

222万 円)・ 商 業部 門129万 円(29年102万 円)と な つ てい る。

《 返 済期 限 到 来 の借 入金 》 昭和30年11月 末 現 在 返 済 期 限 が 来 てい るに も拘

わ らず,未 返 済借 入金 を持 つ てい る もの は,工 業 部 門16.5%・ 商 業部 門25・4%,

一一企 業 当 り平 均延 滞 借入金 は工 業179万 円 ・商 業153万 円,期 間別 にみ る と6ヶ

月 以 内 の ものが 工 業43%・ 商 業89・1%,1年 以 内の もの工 業22・1%・ 商 業5.4%,

1年 以 上 の もの工 業33.6%・ 商 業5.5%で あ る。 t
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《 信 用補 完 制 度 の 利用 状 況 》 昭 和30年 の6月 か ら11月 まで の 間 に 信 用 保 証

協 会 の保 証 を 申込 ん だ もの は,=[業 部 門 で は全 体 の17.5%・ 商業 部 門10・7%,

保 証 を申込 ん で 全額 保証 を得 た もの工 業54.7%・ 商業34・4%で あ る。 同期 間 内

に信 用 保 険 付 の資金 を借入 れ した もの は,工 業で は全 体 の3.6%・ 商 業 で は2.9

%に 過 ぎない 。信 用保 険 制 度 を認識 してい る もの は工 業 に お い て は全 体 の50・7

%・ 商 業 に おい て は3・8%で あ る。

3一 中小企業金融の問題

昭和30年tl月 末 日を調査時点 とす る 「中小企 業金融実態調査」の結果 を概括

す ると,一 般 の経済好調 の波に乗つて資金繰 り状況 も前年 に比 して 好転 した と

い うこ とが出来 る。すな わち,昭 和29年 に比較 して資金需要 の増 大が 目立 つて

いるが,借 入成功 率 も高率 になった し,借 入金残高 は総体的 に減少 してお り,

預金残 高 も工業は減少 してい るが,商 業 は増加 の状況 にある。 しか し拘束預金

は釦 ～50%と い う高率で ・金融機 関の申小 企業 に対す る信用度 は 依然 とV .て低

く,信 用保証 ・信用保険制度 の利用程度 も認識度合 も不十分 であつて,中 小企

業 の金 融難は容易に解決すべ くもない。小 口貸付 の条件 を緩和 した り,直 接貸

付対 象 の拡大 を図つ た り,貸 付最 高限度 の引上 げを行 い更 に貸付期 間の延長 を

なす ことが果 して出来 るで あろ うか。

特掲金融機関(全 国銀行 ・相互銀行 ・信用金庫 ・信用協同組 合 ・商工 申金 ・

国民金融公庫 ・申小企業金融公庫 ・日本 輸出入銀行 ・日本開発銀行 ・生命 保険

会社 ・損害保険会社)か ら申小 企業へ の融資残高 は30年12月 末で約1兆9229億

円で戦後最高額 で あつた。31年1月 末 では約1兆8879億 円で,そ の内訳 を金融

機関別 にみ ると銀行約1兆1117億 円(58.9%)・ 相互銀行約36i3億 円(19.3%)・

信 用金庫約2163億 円(11.4%)・ 商工中金約631億 円(3.3%)・ 国民金融公庫

約469億 円(2・5%)・ 信用協組約390億 円(2.1%)・ 申小企業金融 公庫 約

463億 円(2・5%)で あ る。 申小 企業が 借 りて い る資金は 殆ん ど銀行 か らで

(6割),申 小 業企専 門金 融機 関か らは4割 しか出てい ないか ら,従 つて 法律

を もつて普通銀行 の融資総額 の5割 まで を中小企業向 けにまわ し,そ の上郵便

貯金 と簡易保険 の年間増加額 の半分(約1000億 円)を 中小企業 に還元せ よ とい

}

弓
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特 掲金 融 機 関貸 出 残 高申 に 占 め る申 小 企 業貸 出 の 割 合 の推移

(単位1(～0万円)

年 月1総 劉 審小企蓄i比 率%睡 月1総 額 暇 小企叢i比 率%
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4L1

41.4
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42.4
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う政治運動(日 本申小企業政治連盟)が 起つ て来 てい る。

次 に貸 出金 利であ るが,中 小企業庁の 「金 利負担調査」 によれ ば,貸 金金 利

の 一番安い市中銀行の申小企業 に対す る実質貸 出金利は 日歩3銭4厘 ～7厘 と

い われ てい る。現 在の申小 企業専 門金融機関の貸 出金利 は,申 小企業金融 公庫 ・

国民金融公庫 は 日歩2銭6厘3毛(年9分6厘)・ 商工中金 は手形割引 日歩2

銭7厘 ・手形貸付 日歩2銭7厘5毛 ・申期貸 出(1年 以上2年 未 満)日 歩3銭

1毛(年1割1分)・ 長期貸 出(2年 以上)日 歩3銭1厘5毛(年1割1分5

厘)・ 相互銀行 や信 用金庫 は平 均 日歩3銭2厘 で ある。銀行 は現在 普通 日歩2

銭2厘 で あるか ら申小 企業専門の金融機関の貸 出金利 は高過 ぎるので あ る。 し

か も多額 の歩 積 ・両建預金が要求 きれ るが故 に,実 質金 利は 上述 の金利 よ り5

割増 ぐらい とな るのであ る。中小企業金融 の問題 は,① 申小 企業 専 門金融機

関 の資金が乏 しい こと,② 貸 出金利が高 い こと,③ 申小企業の信用力が 薄

弱 であ る と要約 され る。そ してその金融難 を招 く原因 として,技 術 や設備の

不良 と大 企業 よ りの影響 や問屋組織の混乱 などが挙 げ られ るので あ る。

4.中 小企業金融難 の原因

中 小企業金融難の最大の原 因は大企業 よ りの影響 であろ う。大企業 の 下請 企
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業 に対 す る支 払 遅 延 は,90日 ～120日 が圧 倒 的 に 多 くて 全 体 の77.9%を 占 め て

い る。 これ に品 物 を納 入 して か ら手 形 を受 け る まで の 日数 約60日(検 収 期 間10

日～20日 ・検収 後 支 払 い まで30日 ～如 日)が 加 算 され るか ら,結 局150～180日

日は か'〉る ことに な る。申 小 下請 工 場 実 態 調査(昭 和29年5月)に よつ て作 ら

れ た第1表rv第5表 を参 照 して その結 果 をみ れ ば,「 大 企 業 に泣 く下 請 企 業 の低

収 入 ・低 實 金 の 悪 循環 」 が表 面 化 して い る ことが読 み と り得 るので あ る。

第1表 受取 手形 の期 日別業 者 数(単 位%)

業 種 別t醍1鶏16・ 日lg・ 日1・2・日1・5・日i150愚1計

造 船 工 業

車 輌 工 業

自 動 車 工 業

オー ト三輪及び
オー トバイ工業

自 転 車 工 業

電 気 機 械 工業

通 信 機 械 工業

計 器 工 業

産業諸機械工業

紡 織 機 械 工業

原 動 機 工 業

光 学 及 び 精密
機 械 工 業

兵 器 工 業

ミ シ ン 工 業

時 計 工 業

紡 織 工 業

建 設 工 業

計
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第2表 支払遅延 の影響別業者数 ・(単 位%)
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第3表 支払遅延 の支障別業者数(単 位%)

一対象工場がご項目以上答えたものも含めて集合したもの
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第4表 下 請単価 の利益状況別業者数(単 位%)
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難

盤
㍗この 支 払 い遅 延 が(第2・3表 をみ て も分 るよ うに)中 小 企業 金 融 の支 障 と

なつ てい る もの が53・2%で あ り,さ らに そ の シ ワよせ は 賃金 の支 払 遅延 ・賃 金

の切 下 げ ・労働 強 化 ・人 員整 理(34.7+3.4+5.9+11.7=55.7)と なつ て従 業

員 に55.7%も よせ られ て い るので あ る点 を注 目 しなけれ ば な らない。 申 小企 業

の低 収 益 性(第4表 参照)も 勿 論 この 悪循環 の一 環 で あつ て,到 底 設 備 の更 新

や 近 代化 な どは思 い もよ らない こ とを物語 るもので あ る。

、

5.賃 金

中小 企業の低収益性 によ る結果 ともいい得 る問題 として,低 賃金 といわれ る

実態 があ る。今 日低 賃金 の問題 の申で,問 題 として最後 まで残 る問題は,事 業

所 の規模 に よる賃金格差で あつ て,第5・6・7表 にて も分 るよ うに 中小企業

の賃金 は,大 企業 に比べ ると6～7割 とい うのが よ うや くとい う現 状であ る
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第5表 製 造 業 規 模 馴 平 均 賃 金 (昭和29年5月)(単 位円)
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(アメ リカの中小 企業の賃金 は大企業 と変 らない とい うことで あ り・且つ中小

企業は大 企業 に従属 してい ないで あろ うし,大 企業 の中小企業 に対 す る支払い

は短期 の現金支 払か三十 日以下 の手形 で あ ると聞 くので ある。従 つ て中小企業

は商品 の販売 にさえ努力 をすれば,資 金繰 りにおいて大企業 と対 等た り得 るわ

けで あ り・この事実が重要で ある)。

第6表 男子労働者 の企業規模別平 均給与

(労働者 ・個別賃金調査)昭 和29年

企 業 規 模i 全 産 業1 製 造 工 業

ユ5-29人 11,309円 (83) 11,175円 (83)

30-・99 13,567 (100) 13,405 (100)

100-499 15,804 (117) ξ 15,845 (118)

500-999 17,954 (132) 18,549 (139)

1000一 19,708 (ユ45) 20,924 (156)

第7表 製造工 業労働者(男 女計)の 企業規模別平均給与

(労働省毎月勤労統計)

勃数定僧

年25

26

27

28

29

30

和昭

平 均 月 間 給 与 指 数

3・一馴102釧5・ ・人「3・一一99人1101酬5・ ・人

　

6,774

7,968

8,891

10,091

10,893

　

8,154

9,803

11,324

12,663

13,392

…28・1・3・5・2

9,S99"l

U・8881

13,903

15,657

16,793

17,620

100

118

131

149

161

167

100100

120124

139145

155163

164175

166184

しか も年 を追つ て賃金 の規模別格差 は拡大 す る傾向に あ り,大 企業 の申 で も

高額賃金 を受け るものの数 は比較的僅 かで ある。昭和29年 の事業所 統計調査 に

よれ ば,500人 以上 の大企業 と もい うべ き事業所 にお ける従 業者 の数 は 全事

業所従業者数 の15%で あ り,こ れ に反 して30人 未満 の事 業所 の 従業者は 全従

業者 の過半 の58%で あ る。製造工 業 の事業所 において も500人 以上 の大 企業の

従業者 の22%に 対 して,30人 未満 の小 企業 の従業者が44%を 占めてい る のであ

る(第8表 参照)。 そ して年 を追つて増加す る従業者 の半数以上が,30人 未満
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の小企業 に吸収 されてい るので あ るか ら,賃 金格差を縮少せん とすれば全国的

には莫大 なる企業収 入を要す るので あ り,到 底現今 の低収入 の小企業に とつて

は格差 の解消 とい うことは夢想だ に も及 ぼない ことで あ る。 アメ リカや英 国に

おいて は大 企業 と申小 企業 との問 に賃金格差 のみ られない 原因 の一つ として,

「最低賃金制が実施 されていて,賃 金 の下限がそれによつて支 え られてい るか

らで ある」 と説か れてい るが,わ が国 において も最 近 に至つて漸 くこの事 も論

議 され出 してはい るが,何 といつて も申小 企業 の低収益 をそのま ㌧に しては,

最 低賃金制 の確立 だなんて叫んで も,机 上 の空論 に等 しいで あろ うと思 われ る。

第8表 事 業所 の規模別従 業者数

(統計局 ・事業所統計調査)・

従 業 者 数(1000入)

訟 賄 の業 昭和22i昭 和261昭 和29

百 分 比

昭和22}昭 和 ・61昭 和29

全 産判
1-29人

3J-99

100-・499

500-999

1000一

計

iil
9・057i10・194i10。9601

2.44612.594i2.7371　 　
2・37812…312・22・1

8226681735・ 　
　

1・7431・97gi2・1371

・6・446・7・5281・8・7881

55.0

14.9

14.5

5.0

10.6

100.0

製嵩
9美1

30-99

100-499

500--999

1000-一

計

3.0841

・.・461

・921

3401
8161

6.178i

2.386

970

914

319

954

5.543

1:畿1

…6211

掛
}

6・1961

50.0

16.9

14.4

5.5

13.2

100.0

58.2

ユ4.8

11.9

3.8

11.3

100.0

58.3

14.6

11.8

3.9

11.4

100.0

41,3

ユ7.5

16.3

5。7

・7・21

100.0

43.7

ユ7.5

17.1

6.5

15.1
●

100.0

備 考1000人 以上の大企業の賃金 を100と して,50人 以下の小企業の賃金を

みれば,ア メリカ82.6,英 国82。5,日 本48.5を 示 してい る。 、

労働 の賃金 とい うもの は,結 局 は 国全 体 と して持 つ て い る生 産 力 によつ て規

定 きれ る とす るな らば,ア メ リカ ・英 国 ・日本 の 国 々 の国全 体 として 持 つ てい

る生 産 力 が これ を規 定 してい る こ とにな るで あろ う。
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6.若 干 の 考 察

大 企業 と中小企業 との間 を如何 に調整す るか とい うことと,資 本 の投下が何

故 に申小企業 に砂 いのか とい う日本経済 の宿命的問題 を,ど のよ うに 理解 しそ

の根拠 を何処 に求 め ることが出来 るで あろ うか 。 又いろいろ と圧迫 を受けてい

る中小企業において,自 由公正 な競争が行 われ るよ うに合理化 を行 うとい うこ

とを,理 論的 にど う理解 した らよいので あろ うか 。

完全競争 を前提 とす るな らば,同 種産業 の各工場 の生産物 は理念的 にい えば

全 く同一 とな り,生 産物一単位 当 りの 費用が 最小 にな るよ うに企業が行 なわれ

るで あろ う。そ うなばれ賃金 の格差 も起 らないで あろ うし,大 企業対申小企業

の対立 もな くなつ て,最 適規模一色 の企業が実現 す ると考 え られ る。 そ れに反

して独 占 とい う仮説 か ら出発す るとその点は一体 ど うな るのであ るか,独 占の

弊害 として非難 きれ る点 は,高 い価格 を きめて消費者 の利益 を奪 う とい うこと

で あろ う。独 占者 に とつて は・同一 の商品 を異つ た地 域や階層 に属す る購買者

群 に対 して,異 なつた価格で販売す ることの方が有 利 とな る。 完全競 争 の支配

してい る場 合には 「一物一価 の法則」が支配す る筈で ある。経 済上 の競争 に あ

つては,互 に他 を排 して最大 の経済的効果 を発動せん とす るか ら,競 争が 行 な

われ るためには,完 全競 争 に しろ,独 占に しろ,自 由経済 とい う前提条件 を必

要 とす るので あつて,こ の点が頗 る重要で あ る。経済上の 自由 とは,各 人が如

何 な る職業 に従事 しよ うと・また如何 なる生産 を しよ うと,如 何 な る消費 をし

よ うと,な ん ら拘束 を労 け ない ことを意味す るものであ る。 従つて,統 制 や計

蓋 の劇 しい強固 な る中央集権化 の もとにあつては,競 争の行な われ る余地 は全

くない。 この意味 において,現 実 の基磐で ある資本的経済的 自由が 完全 に 自由

で ないので あれば,完 全 な る競争 も独 占 も起 らない こととな る。 けれ ども現 実

の 自由が完全 で もな く申 間的の もので あれば,競 争で も完全競争で も独 占で も

ない中間的 の もの とな るのは当然 の ことで ある。

さて完全競 争 とい うことで あるが,純 粋 の競争 の もとにあつては 自然 に 市場

価格が与 え られて,そ の価 格の もとにおいて最 大の経済的効果 を収 め るこ とが

出来 るよ うに,商 品 の需給量が 調節せ られ るので ある。 この時正 に価格 のパラ
`
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メ ータ ー機能 に従 つて,売 り手 また は買手 の行 動 が決 定 され るので あ る。 完 全

市 場 とい うのは,同 種 の商 品 が 人 為 的 ・制 度 的 ・技 術 的 に制 限 な く取 引 き し得

る場 で あ る 。 完 全 競 争 の行 な わ れ る完 全競 争市 場 に おい て は,消 費者 計 査 も

生 産者 計 書 も市 場 価 格 が申 心 となつ て行 な わ れ るわ けで あ るか ら,長 期 的 にみ

れ ば,市 場価 格 は平 均生 産 費 に一 致 す るで あろ うし,限 界生 産 費 と も一致 す る

こ とにな る。す な わ ち,内 部 的 に も外部 的 に も均衡 条 件 が成 熟 して ・最 適 規 僕

の もと におい て 「一一物 一 価 の法 則 」 の支配 が 行 な われ る に至 るので あ る。

独 占 に あつ て は,自 然 的 独 占や法 律 的 ・制 度 的独 占 は さて お き,経 済 的 独 占

の場 合 には,企 業 者 間 に激 しい競 争 が生 じて大 規模 設備 を利用 す る結果,弱 小

企 業は市 場 よ り駆逐 きれ るが,こ の時大 企 業の 利 す る点 は,大 規模 設備 利 用 に

か ～る大量 生 産 によつ て平 均 生産 費 を低 下 せ しめ る ことが 可能 とな る こ とで あ

る。か ～る 大 企業 生産 に対 して,消 費者 は 消 費 組合 とか 労 働 組 合 とか の 組織

の力 を もつ て,組 織 的 に対 抗 す る以 外 に手 段 や方 法 が ない の で あ る。 そ れ と同

様 に,大 企 業 の出現 に な る不完 全 競 争 に対 す る対 抗 手 段 と して は,中 小 企 業 は

"組 織 の 力 に頼 る
こ と以 外 に は ない 。 不完 全 市場 に お け る問 題 としてい われ てい

るの は,輸 送 費 と して 不完 全 知 識 の 点 で あ り,不 完 全市 場 に お いて 均 衡(産

業均 衡)が 成 立 す るた め に は,限 界生 産 費 と限 界 収 入 とが 一 致 す る ことが必 要

で あ ると され て い るが,価 格(一 産 業全 体 の平 均 収 入)と 平 均生 産 費 とが均 等

す るこ とが更 に必 要 な る条 件 と して加 つ て来 るので あ る。一 企 業が 均 衡状 態 で

あ れ ば,そ の限界 収 入 と限界 生 産 費 とが均 等 とな つ て,カ レ ツキ ーの説 く如 く

そ の独 占利潤 は次 の式

xPPt=xeas+x(O。,-Om)十x(w。-Wm)+x(ra一 κm)

に よつ て与 え られ る。 そ して これ を経 済全 体 に拡 大 すれ ば

.>7xPpt==Xκeα十Xx(Oa-Om)十 ∫濫(wα 一 ωm)十 Σx(ra-rm)と な る

⊂kalecki,m.:Essaysint王e』TLeoryofEconomicFluctuationsP.18-32〕 。

そ して資 本 設備 を一 定 とす る短 期 に おい て は,独 占企 業 に よ る経 済 的 搾 取 の程

度(独 占度)は,「 総 生 産 額 に対 す る粗 資 本 家所 得 と労働 の報酬 との分配 率 が

近似 値 的 に平 均 独 占度 に等 しい 」 とな るので あ る。 自由放 任 におい て は期 せ ず

して完 全競 争 も独 占 も 「一 物一 価 の法 則」 が 純粋 理 論 的 に成 立 す るので あ る と
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せ られて(勿 論前提 の設 け方において問題が あ るが),両 者 を並べてみて 結論 ・

的 にい えば同じ法則 に帰結せ られ るの は何故で あろ うか?と い う問題 こそ重要

で あるとわた くしは感 じてい るので ある。

完全競争 においては,長 期的 にみ て行 きつい た点 にて市場価格が平均生 産費

に一致 し,独 占においては,短 期的 には限界生産費 と限界収入 とが 一致 し,或

は価 格 と平均生産費 とが均等す ることが条件 となつ たので あつ た。 前者は市場

価格,後 者 は一産業 にお ける市場価格 ともいわ るべ き平 均収入 とい う差 が あつ

て も,安 定か不 安定か ・長期か短期か は と もか く均衡状態 においては,「 一物

」価 の法則」が成立す るとみ てよいで あろ う。そ の上 「一物 一一価 の 法則」は,

一定 の時 ・同一の公開市場 においての無差別 の法則か ら導か れた もので あると

か,市 場 の完全性か ら導かれた もので あ るといわれ るけれ ども,異 時点 におい

ては 同種 の商品 も変動す るのであ るが,し か しrこ の ことは「一物一価 の法則」

の成立 を妨 げない』 とい う命題 に も問題が あるので ある。 そ して今一つ の問

題 として考 え られ るものは,均 衡状態 とい う点 で ある。 自由経済 ・完全市場 ・

均衡状 態そ して 「一物一価 」 と きめつけて,日 本経済の現実 を分析すれば一体

どうい うこ と とな るのであ るか。市場 関係 の非独立性 に悩んで い る日本の中小

企業は,市 場形態 を通 じて完全競争理論や不完全競 争理論で もつてしては,均

衡論的考察 に とつて も有益 な出発点 とな りうるで あろ うか?

次 に問題 として考 えね ばな らない ことは賃金で あ る。 そ もそ も賃金 とは 「法

的に 自由な契約 によつて正当 に確定 された労働用役 の報酬 であ る」 といわ れ る

が,前 提 とされ るべ き社会条件はか ㌧る賃金 の成立 を現実 において 許 さない。

もしもすべての人が皆 同様で あつ て,且 つすべ ての職業が 同様 で あるな らば,
鴨

いか な る種類 の労働 に対 す る賃金水準 の間 に も格差 の生 ず る筈がない ので ある

が,し か しといつて,危 険であ る仕事 と危険でない仕事 ・職務遂行 上愉快 な仕

事 と不愉快 な仕事 ・習熟 に長年月 を要す る仕事 とそ うで ない仕事 ・ とい うよ う

に当然格差 をつけて賃金 の均等化 を図 らね ばな らない均等化的 格差 といわれ る

もの(わ た くしは当然格差 と呼んでい るので あ るが),そ の よ うな格差 は認 め

ね ばな らないので あ る。 けれ ど も現 実 は,殊 に申小企業 にあつ ては,当 然格差

す らも重んぜ られない どころか 無視 されてい るの で あ る。 「同一 労働 同一 賃
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金 の原 則」 も 「当然 格差」 も現実 には実現 きれ ていない とい うことは,す べ て

の人が 同様 で あるとい う仮定 をはず さね ばな らない とい うことを,意 味す る も

のではないので ある。 しか し,と いつて無数 の異種類 の労働 の存在 と,そ れに

伴 う複雑 な賃金構造 を果 して現実 は存在 として認めてい るで あろ うか?い な決

してそ うではないのであ る。

「労働 市場 におけ る非競争集団」 とい う質 を申心 とした,「 内部的には競 争

をす るが外部か らの競争 を許 さない労働者 の諸集団」 とい う概 念 も考 え られ て

い るが,そ れは実際には完全代替で もな く,完 全非競争で もない。 勿論 「蛙 の

子」 は 「蛙 の子」 といわれ る如 き集団が存在 していて,現 に確立 されてい る賃

金格差 を世襲的 に生 きてい る傾向 も一部 にはみ られ るも,け れ ど も,そ れ に対

して 「同一労働 同一賃金」 の原則 と矛盾 しない とす る考察 は行 われ るどころか

そのよ うな存在 を こそ理論的 に検討 して排除す べきで ある。

中小企業 におけ る企業規模別 ・産業間の格差 に対 しては,日 本 の現実 にわい

て,「労働市場」といえ るものが果 して存立 してい るのか,又 「同一労働 同一賃金 」

の原則が成立 してい るのか とい えば,そ れは全 くほ ど遠 い状 況 にあ るといわね

ばな らない。「労働移動 の自由」 とか 「同一同質労働 の存立」とか を極端 に仮定

しな くて も,非競 争的原因 と考 え られ るべ きものは多 くあつて(心 理的作用 ・地

域 的作用 ・経済状況的作用 な ど),そ れが賃金 の不公正 を生んでい る現状 や・更 に

労働組合の強力 な存在が大企業 と小 企業 におけ る賃金格差 を生む一原因 な りと

い う説 明な どに注意す る必要が ある(労 働 組合の供給独 占力が 格差を生 ず る要

'因であ るとい う場 合
,小 企業の労働組合の組織化が 供給独 占を阻み うるか?と

い うことが問題 となる も,生 産力の差 とい う点のみで考 察 を進 め ると現実 には

格差 は消滅 しないけれ ども,理 論 的 につきつ めれ ば消滅 す る筈で ある)。 他方

現 今では雇用者 の需要独 占に対 しては,労 働組合 の存 在 によつて限界収 入生産

物 以下 の賃金支払 による搾取 に対抗 して,需 要独 占的均衡 を対 立せ しめて《賃

金率+需 要独 占利 潤=労 働 の限界収入生産物》を実現 している事実 を確認すべ

きであ る。

第一次大戦後 の世済経済 は 「自由経 済の終焉」 とい う変 調を来 たし,第 二次

大戦 後 は経 済の独 占乃至 集申 に よつ て その市場 支配 に著 しい変化が 見 られる

1に至 つたので ある。 「商品 の価格が需要 と供給の関係か ら自然 に競争的 に決定
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きれ る」 とい う理論 も,「 産業均衡 の条件 としての限界収入 と限界費用 との均齢

衡」 とい う理論 も,現 実 の解 明には もはや不毛 で あろ うが,し か し独 占理論 で

割 り切 つて も却 て誤 りに落 ち込 むで あろ う。 勿論,企 業規模が大 きくな りその

産業 におけ る生産の集 申度が 高 い ほど市 場 支 配 の生ず る ことは 否めないが,

・単 に大企業の存在 とか経済 集申 の 事実 だけを もつて競争 を 云 々して はい けな

い。 日本経済 の構造 的特性は農 業部門 と中小企業部 門の量的比重が 高 くして,

しか も主要産業に お ける少数の 売手独 占寡 占(oligopoly)が 顕著 であ る点 に

あ る(24産 業 において各10社 以 内の大手が総生産 の90%以 上 を 占めてい る)。

そ の産業 において上位十社 の生産高合計がその産業全生産高 にお いて占め る割

合50%以 上 の もの も寡 占に含 めて計上す れば,基 礎産業 ・重要輸出 産業 をは じ

め ・大 多数 の産業部 門が寡占状態 で あると計上 され るので ある(50産 業以上 に

な る)。 日本経済 における支配的市場形態が寡占であつて も,相 当特殊的 な基

礎 的条件 がそれ を取囲んでいて,生 産及 び価格 の変動 に大 なる影響 を及 ぼ して

い るのである。 何 となれ ば,日 本経済 にあつては生産量は着実 な成長率 を もつ

て上昇 していて も,物 価水準 に周期 的 変動が見 られ ることが注意 を要す る点で

あ る。農業部 門や 中小 企業部 門 の多い 日本経済では,不 況期 であ るか らといつ

て生産量 を制限す ることは相等無理 で あつて ・価 格 を下 げ るとなる と各企業は

一定 の収益 を得 んが ためには余計に生産 して企業経営 の維持 に努 めねばな らな

かつ たか らであ る。 以上 の点 に注 目す れば・申小 企業 の解明には 「資本 の集中

乃至企業系列化 の過程 を 通じて申小 企業経済の生産 と価格 との問題 を分析 しな

けれ ばな らない」 ことを知 るで あろ う。

一般 に農産物鉱産物 の如 き原材料 は原則的 に伸縮的価格で あ り,工 業製品 の

加 き完成品 に あつて は建値乃至 販売価 格 が費用 に基づいて 決定 さるべ きで あ

る。 しか し日本経済 におけ る場合 にはそ の点 は非常 な例 外で あつて,そ れは農.

産物申の中心で あ る米価 はパ リテ.指 数 との連関におけ る費用決定価 格で あ る

か ら,従 つて伸縮的価格の作用 し得 る市場の分野は次 第 に縮 少 きれつ 、あ るの

で ある。 この点か らい うと,「 わが国 の申小 企業 には価格効果 とか 生産効果 と

か を論ず る市場 の分野が 果 して存在 す るか 」 とい う問題が特 に 検討 を 要す る

次 第で あ る。 日本の主要産業が寡占 と呼んでよい程支配的で あ るな らば,産 業

`
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構造的 に も問題 であ り価格機構の点 において も問題 であ る。それは 企 業者が全

額平均費用(可 変費用 と固定費用 の合計)に 一定率 の間接費的の ものを 加 え・

更 に慣習的に公正 と考 え られ る利潤 を加 えて計算す る所謂 フル ・コス ト原理 が

導入 され得 るか ど うか とい うことで あ る。す なわち,わ が 国の申小企業が ・市

場 構造的に寡 占で あ る産業界に対応す るためには,フ ル ・コス ト原理 に適応す

る協定 を如何 な る仕組で もつて合理的 に行い得 るか とい うことに な るので あ

る。非常に不確実 なデータと複雑 な腰 だめ的計算 によ る概算 を単純 に行つてす

る取 引方法を もつて して,大 企業 に対抗せん とす る現 段階 の申小 企業 にあつ て

は,到 底需要 と費用 ・価格 と売上高 ・生産費 と産 出高 との関係 を 合理的 に把握

出来 るで あろ うか.資 本 の利子 を何処 に付加す るで あろ うか,価 格 を通 じて フ

ル ・コス ト原理 を活用 して大企業 に如何 に対 応す るであろ うか,価 格 と生産量

や価格 と取引量 を如何 に調整す るのか,な どと頗 る気づか われ る多 くの問題 を

多分 に含ん で持つてい るので あ る。場 合 り主 義の生産 と販売 ・ハ ッキ リしない

経営組織。で た らめの経理・企業経理 と家計の未分離(ど んぶ り勘定)の 中小 企

業 に対 して ・弱 き信用力 ・高 き貸出金 利 。資金 源不足 の申小企業専門金 融機 関

を もつて しては,ど うして申小 企業金融問題 の解決 が可能 と な るで あろ うか?

経 済理論の妥 当す る場 を持 つてい ないわが国申小企業 に対 す る合理的 組織化

の方 法は・ 「理論 よ り出発 して理論 を踏み切 る以外 には途が ないのであ る」 と

わた くしは考 えてい る。

、

』

7.金 融 面 の 考 察

わが国中小企業問題 は既 にみた る如 く実 に金融 以前 の国民経済構造上 の問題

ではあ るが,そ の表面上の解決 を金融対策に求 めてい るのであ る。

申小 企業金詰 りの原因は,1)売 掛回収遅延,2)売 上利益 の減少,3)売

上の減少 ・4)仕 入資金経費の増加 ・5)税 負担 の増加 ・6)資 金借入Q困 難

で あ る。従つて中小企業金融 の特 異性 として ・1)資 金 の絶対 的不足,2)全

国 に散在 した凡 ゆ る業種 に互 る企業 に対す る凡ゆ る種 類の 金融(広 汎 ・複雑 多
　

岐 な金融),3)信 用力 の不足 が挙 げ られ るので あ る。 これ に対 して 申小企業

金 融対策 として,1)金 融機関 の整備強化,2)財 政資金 の導入,3)信 用補
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強制度 の三点が挙 げ られてい るのみ であ る。

中 小企業対策中資本蓄積対 策 と税制改革 の問題 は対策 の申心 とな るので あ る

が ・その申 で も殊 に租税対策 と金融 の問題 はその核心 問題 をなして い るので あ

る。

1)税 体系 について は,中 小企業におけ る所得税や法人税 に対 す る納税 者負

担 の過重感 を軽減す るために,或 程度間接税 に移行せ しむ ること。

2)税 法については,申 小企業の所得 は勤労 に対 す る報酬で あ るか ら勤労控

除的措置を と ること。世帯年所得50万 未満 の ものの税率 の引下 げ・法人年所得50'

0万 円未満の税率の引下 げ・同族会社 の積立金 に対す る課税 の廃止 を行 うこと。

3)税 務行政については,青 色申告の普及 を図 りその申告者 の特別控除措置

をと ること。

要す るに申小 企業問題 は単 な る金融対策 のみでは到底救済 し得 ない のであつ

て,第 一次的 には金融問題の解決 こそは極 めて重要で あ り,国 家 も財政投 融資

上或は特殊資金導入上(国 家資金 を流す こと,国 家によ る信用保険 ・見 返資金 ひ

日銀 別枠資金 ・資金運用部資金 ・国庫 余裕金 の活用等)又 企業指導 育成上に深

く介 入 して対策解決 に努 力を払 う必要 が ある。

中小企業に対 して考慮すべ き第一 の金 融問題 は その内部金融 のそれで あ る。

今 問題 を国税 に限 ると,最 も重要 なのは所得税 と法人税 との関係 であ り,そ の

申で 同族会社 の問題 があ る。実質 は個人組織で あつて も形式 だけは 法人 の姿 を

とる企業 が法人 の大 多数 を占め,そ して其 の数が激増 してい るので あ る。 終戦、

直後 は商工 業所得 が所得額 の約3分 の2を 占めていたが 現今 は約4分 の1と な

ってい るも,こ れに反 して終戦直後 に所得税 の約3分 の1を 占めていた 給与所

得 が今は約4分 の3を 占めていて,「 所得税 は給与所得税の別 名で ある」と まで

いわれ るに至 つてい る。 これ は終戦後 に常 に繰返 えされ たベ ース ・アツプの 結

果 として給与所得 が増加 した ことに もよ るが ・他は商工 業 の相 等部分 が個人組

織 をやめて法人 の形態 を とつた結果 で もあ るか ら・従つて同族 会社 とそ うで な

い会社 との間に現在以上 の明瞭 な線 をひ く必要 があ る。 しか し,こ れは商 法の

規定 とも密接 な関係 があ る故 に,税 制 だけで解決出来 る問題では ない。

申小企業 の申 で,所 得 の少 ない零 細企業 な どは 戦前 な らば税金 がか 、らな

`
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か つたの に,現 今 では納 めね ばな らないので あ る。次に法人 の所得 と個人 の所

得 との関係で あ るが,法 人 の所得 に法人税 を課 しそれが個人 に配 当 され たとき

に所得税 を課 す ることは,二 重課税 であ るか否 やについて議論 が 行われてい る

が,シ ャゥプ勧告後で は この場 合の 法人税 と所得税 の課税 は 二重課税 で あ ると

考 え られてそ の調整方法が講ぜ られたが,現 在 では必ず し もそ の立場が一貫 さ

れ ていないか ら,こ の点 につ き更 に進んだ解決 が必要であ る。

個人企業の所得 には事業所得税 がか ～り・法人 企業の所得 には 法人税 がか 、

るので あ るが,法 人企業の場合は経営主 も従 業員 の一人 として給料 を 貰 うので,

貰つた給料 に対 しては給与所得税 を納 めなけれ ばな らない(そ のほかに 個人企

業 に も法人企業 に も地方税で ある事業税 や住民税 がか ～る)。 その結果 実際は

個 人企業で あ りなが ら・形 だけの会社組織 によつて法人企業 になつてい るもの

が 多い ことが問題 で あ るが,特 に少数 の家族 だけが従業員 となつてい る同族会

社 に問題 があ るので ある。所得税 法第3条 の2,同 法第67条 によつて(経 営の

実 体 は個人企業 と変 らないのに,税 金 を安 くす るための法人企業 には 個人企業
の

と同じよ うに税務署で は取扱つ ていて も)同 族会社 が税金 を安 くす る 目的で会

社 組織 を とつてい る場合は,税 金 の負担が不当に低 くな らない よ うにす ること

が出来 るよ うに税法上規定 され てい る。結局 これ らの規定 によつて 申小企業は

税 金 を安 くす る目的 を もつ て法人組織 にしてみて も,そ の実益 は殆 ん どないの

で あ る。

青色串告の特典項 目は20も あ るが,税 金 が安 くな る主 た る項 目は,1)専 従

者控除(個 人企業の事業主 が納 め る事業所得税 の場合 に仕事 に 従事 してい る家

族が あれ ば所得額か ら一定額 を差 引 く)・2)家 事関連費(個 人 企業に も法人

企業に も認め られ,商 売 に必要 な交際費や接待費 を所得額か ら差 引 く),3)

貸倒準備金(個 人企業に も法人企業に も認 め られ,毎 年12月 末 現在 の貸金,す

なわち,売 掛金や貸付金 の5%以 内の額 を貸倒準 備金 として所得額か ら差 引い

て もらえ る)・4)価 格変動準 備金(手 持 ちの商品 が値下 りをして 損 を した と

きに穴埋 めをす るための準備金で,一 定額 を所得額 か ら差引 くことを認 め るも

ので ・個人企 業に も法人企業に も行 われてい る)等 で あ るが,こ の 制度 は個 人

企 業の 事業主 が納 め る事業 所得税 に も法人 企業の 納 め る法人税 に も適 用 され
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るが,し か し申小企業 がせつ か く青 色申告 をしても,税 務署がそれを信用 しな

いのではその効果 があま りない とい う声 もある くらいで あ る。 実際 にかけ られ

る税金 は大 企業 と中小企業 とでは公平 の点 においてか な りの開 きがあ り・中小

企業 は1割 くらい割高 であ るともいわれてい る。

租税原則 として負担公平 の原則が強 調 され るが,今 後 の 日本経済 にあつ ては,

新 しい傾向 として租税 原則の上 に多 くの経 済政策 を採 り入 れ る必要 があ り,従

来 の税制改正 において は減税 を基調 として行われて来 たか ら比較 的 に 円滑 に行

われ たので あつ たが,中 央 ・地方財政 の窮乏 が叫 ばれてい る現在 において は・内

部金 融 と租税 との連関を勘案 して特 に資本蓄積 の立場 か ら税制 改正 や 増新税 を

行 わん とす れば,烈 しい現実 の抵抗 を相 当覚悟せ ねばな らないのであ る。税制 の

改正 も必要で あ るが,「 書 かれた税法」 と 「行 われてい る税 法」 との間 に大 き

な開 きが存在 していては,税制 の改正 それ自体 が全 く無意義 な もの とな る か ら,

それ故 に租税行政 の上 に一段 の努力 が払わ るべ き理 由が こ ～にあ るので あ る。

問題 の要点 は租税 の内部金融 に及 ぼす効果 で あ り,租 税 が申小企業 の純収益
●

額 を著 しく減少 し自己資金調達能力 を甚 だ しく減殺 してい ることで あ る。 従来

申小企業 の成長 は収益 の留保 を通 じて の内部 的金融 によつ て行われて来 たがジ

現在 は内部資金 は最 早金融源 としては役 に立 たな くな り,同 時 に又 外部資金 を

支配す る能力 も(租 税 が申小 企業 の金融 に及 ぼ した影響 によつて)阻 害 され る

至つ た(過 去 においては中小企業金融は外部資金 に対 す る需要 とい うことは第

一次 的ではなかつた) 。 か くして,中 小企業の外部金融問題 を前面 に 押 し出 し
`

たのは租税 によ る影響が大で あ ることによ ると考 えねばな らない。

重税 の企業収益 に及 ぼす直接的影響 は,企 業が収益 の内部留保 を通 じて行つ

て来 た自己金融能力 を減殺 してい る事実 で あ つて,累 進的課税 の下では所得税

負 担は利益 が多い年 には急激 に増大す るが,翌 年 になつて課税額 を支払 うと き

には,そ の ときには収益 が低下 してい るか もしれ ない し,或 は損 失 を受 けつ ～あ

るや も知 れない。それ故 に所得税 を企業利潤 の水準 の相違 に従つて公平 に調節

を行 うことが出来 るな らば,再 投資 のための合理的 に収益 と信用 とを 強化す る

目的 に役立つであろ う。 それ故 に申小企業は もつ と金融的 に独立 し得 る よ うに

努力 を払 わなけれ ばな らない。す なわ ち,企 業 目的 のため に留保 され る純収益
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特別 に控 除を行 う方 がよい(再 投資 目的のための蓄積)。 わが国 の税制 は終戦

後改革 されシ ャゥプ勧 告以後改正 に 改正 を重ねて今 日に至 つてい るが ・国税 と

地方税 とが小 企業に如何 な る影響 を与 えてい るかを考 えて み ると・ そのために

結果的 にいつて申小企業は 自由経済 を支 え る起動力を持 ち得 るや否や が問題 と

なつて,(租 税 政策 と経済政策 とが一致 して小企業を維持育成す るとい う施 策

を講ぜ ざ る限 り)昭 和9～11年 当時 の小企業 た り得 ない こと とな り果て るので

ある。 その上 に税収 の点 においてのみ小企業 を課税対 象 とす るとき}ま・ 「租税

国家の危機」 は矛盾 に矛盾 を重 ね て 激 発 を 招 くで あろ う。財政投融資点 につ

いて は昭和31年 度 においては民 間資金 との総合的活用 によ り経 済 自立 に必要 な

資金 を重点的 に確保せん とす る方針が とられた結果,資 金運用部資金 申国民生

活 や中 小企業への融資 は25%前 後 で あるのに対 して,開 発銀 行 ・電 源開発会社

・輸出入銀行 ・金融債 引受 などによ る大企業へ の融資 は45%前 後 で あるか ら財

政投融資 のあ り方 について は慎重 な る検討が必要であ り,更 に税制 との連 関や

申小企業 との内部金融 とい う観点 において も検討 を要す るので あ る。 結論的 に

いえ ぱ,小 企業 は法人であれ,個 人 であれ,国 家財 政 の歳出の しりは財政投 融

資 に持 ちこまれてお る現在,又 国税 の しりは地方税へ とシ ワ寄せ されて お るが

故 に 「小企業 の内部金融 は期待す る方が 間違 いだ」 といわね ばな らないので あ

る。

申小企業 の外部金融 に対す る恒久的解決 と目 きれ る中心原理 を求 めね ばな ら

ないので あるが,企 業 に対 す る政府 の直接貸付は補助金 政策や財政投 融資 とい

う観点か らな されてい るか ら,こ れ らは緊急対 策 としか申小企業には期待 出来

ない ので あ る。従つ て新 しく事業 を始 め るための資金 ・生活資金 ・赤字 を埋 め

るための資金 ・税金 を納 め るため の資金 ・借金 を返す ための資金 な どの融資 は

受け に くい ものとなつてい るので あ る。一般 に金融機 関が貸付 を 認 め るのは,

企業が合理化 されていて業績 の上がつてい るこ とが建前で あ り,そ の企業や企

業 の属す る産業が 発展 してい ることが条件 とな る。 しか し,こ の建前や 条件 の

以前 に申小企業 の合理 的組織化が 行 われね ばならない し,金 融機関 に適応 出来

る安全性 の樹立 と流動性 の保全 や信用規準 の修正 が必要 とな り,信 用保証 に し

ろ信用保険 に しろ,保 険型 の保証 とが 信用 プール とか の金融機関や制度 に対 す
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る対応が要求 されてい るに至つて い るのであ る。

戦後 の申小企業 に対す る特殊金融 としては,1)日 銀 の中 小企業別枠 融資制

度,2)見 返資金 か らの申小 企業融資,3)日 銀 の信用組合か らや無尽 会 社か

らの国債買入,4)国 庫 余裕金 ・預 金部資金 等 の財政資金 の預託(国 庫指定預

金),5)特 殊金融機 関の融資力強化,6)大 銀行 の申小金融 専 門店開設,7)

地方公共団体 に よる貸付事 業 等が行 われて来 たが,そ もそ も中小 企業金 融 に

おいてはごつ の立場 が論ぜちれてい る。す なわち,普 通 にい う金融問題 として

対 処すべ きであ るとい う立場 と,社 会政策的見 地か ら解決 を企図 すべ きで あ る

とい う立場であ る。この二つ の立場が過去 において混 同されて,政 策 や対 策 にお

いて焦 点 をぼやけ しめて曖昧 となつたので ある。社会政策 を援用 して金融 のべ

一スにの るよ うにし,組 織化 と協 同化 と合理化 を促進 して救済策 を講 じて,大 企

業 に対 して抵抗力 を増大せ しめて対 等化す る必 要が あるので あ る。 金融対策 と

しては社会政策的 に一時的 に金融難 を打開す ることも重要では あ るが,そ れの

みでは 「申途半端 の対 策に終 る」 といわ ざ るを得 ない。何 となれば財 政支出 の

面 におけ る社会政策的対策 は,財 源 の制約上焼石 に水式に終 るためで あるか ら

で あ る。失業人 口の逃避所 ・過剰人 口の吸収所 と しての社会政策的 金融か ら一

歩 を進 めて,中 小企業の維持育成 か ら発展へ としての施策 を打出すべ き必要が

あるので ある。

更 に外部金融についての利子 と租税 の問題 をみなけれ ばな らない。 先ず利子

の問題で あるが,生 産額 に比較 して 支払い利子の比率が高い ときには原価 に及

ぼす影響が非常 に大で あるか ら,利 子 は生産活動 に重要 な役 割 を有す るに至 り

ために利子 の原価性が問題 となるので ある。支払利子が,一 事業年度で資本金

を超過 した り或 はその50%以 上 も支払 う会社は全 体 の25%ぐ らいは あろ うし,

支払利子 を売上高 の2%以 上払 う会社 は全体 の30%近 くあ るで あろ う。

ケインズは 「一般理論 」塩野谷訳83～85頁 において,要 因費用か ら利子費用

を除外 してい るが,彼 は 「貨幣論 」鬼頭訳 第二分冊3～4貢 に あつては,利 子

費用 を要因費用 の中 に含 めてい るので ある。

固定資本設備 の建造や買入量(長 期分析)を 一定 とす れば・長期債 につ いて

の長期利子費用 の変動 は問題 とな らな くな るか ら,日 々の産出量 の変動 と連関

1
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を持つ てい る利子費用 としては借入経営資金 に対 す る短期利子 費用 とな るので

あ る。その故 に限界主要費用が短期利子費用 を含 まない場合 には,短 期均衡 の

成立 には短期供給価格が限界主要費用 を短 期利子費用に等 しい額 だけ 上回 るこ

とを必要 とす るのであ るか ら,従 つて短期均衡 は長期均衡達成 の構成 の一環 と

なつて,経 営資金需要 の変動 としての短期投資活動 の変動 は長期投資活動 の変

動 に つれ て受動的に影響 を受 け ることにな る。短期利子費用 の発生 とい うこ と

は,限 界主要費用 と平均主 要費用 の差額 中 の利子費用で カバー し・限界 にお け

る短期均衡 は短期利子費用 を含 ま ない限界主 要費用 と短 期供給価格 の均等 によ

つて 達成 され るので あ る。

「貨幣論」 に述べ るところは,要 因費用 の申 に利子費用 と正常利潤を含 め る

場合で あ るか ら,限 界的企業者 の立場ではな くして代表的 企業者 に係 る分析で

あ る。 「一般理論」 に言及 してい ところによれ ば,資 本 の限界効率 の推測 に当

つて,資 本 の収益 を求 め る要因費用か ら正常利潤及 び利子費用まで 差 引い てい

るが,そ の点が問題 となるとわた くしは考 える。 それに もま して,も し も供給

価格 と主 要費用 の差額 を もつて利子費用 の経済活動 に与 うべ き影響 を と らえ る

もの と考 え るな らば,い よい よ 「一般理論」的立場が問題 を投 ず ること とな る。

利子費用 の変化 は投資活動 の変化 を通 じて有効需要 に影響 し,又 供給価 格 の構

成 要因 として短期的 には価 格水準 に,長 期的 には供給価格 の構成 比率 の変化を

通 じて生産構造 に影響 を与 え るので あ る。 申小企業 にお ける利子 の原価性 を論

ず る場合 に金融 と利子率 との連関 を重視 す るときには,短 期均衡分析 におけ る

が如 き 「短期利子費用 の無視 」 とい う態度 には,わ れわれは従い得 ないの で あ

る。短期分析 に堪 え得 るよ うな条件 を中小 企業 に求 め るのは無理 ではあるが,

長期分析 におい て も申小企業 の成立 の基礎条件 を到底求 め難い のでは あるが,

といつ てわれわれは市場論的か経営論的 にか分析 の焦点 を何処 か に求 めねばな

らないで あろ う。金 利比重 の増大 は企業資本 にお ける借入金 の増大 に基づ くも

ので あ り,こ の点 については企業 の資本構成並 び に収益 の配分 の問題 として税

制 その他 との関係 か ら総合的 に考察 されね ばな らない。 企業 の利益金 が減少す

るにつれて利益金 と支払利息 との差が著 しく狭 め られて来 て,支 払利息か 税 引

利益金 を上回っ てい るのが現実 で あ るとすれ ば,税 金は性質上利益金 の低下 に

,
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際 しては減少す る も,支 払利息はその固定費的性格か ら利益金 とは 一応無 関係

におかれてお り,む しろ最 近では結果 において漸増 しつ ＼あ るので ある。それ

で あ るか らこの支払利息 の 固定費的性格が,利 益金或 は税金 との関係 におい て

金 利を負担以上 に過大 に感ぜ しめてい るので あ る。現 実 の固定資産 の低評価 は

減価償却 の不足 を齎 して 架空の利益 の計上 とな り,そ れだ け企業 の税負担 を一

層重か らしめて結局税 引後 の実質的利益 を減少せ しめ,し か も資本 利益率 は資

産 の過少評価 のた め過大 に計上 され るがた めに,企 業 をして社内留保 を減少せ

ざるを えぎる結果 となつ て来 て,社 内留保 はか くして資本蓄積分 にな らない点

が生 じて外部金融へ の依存度 を大 な らしめてい るので あ る。従つ て税負担 の増

大が直接社 内留保 によ る自己資本 の増加 を 阻害 してい るばか りで な く,間 接的

に も資本構成 の是正 を 阻 止してい る とい うことにな る。 このよ うな現実 に関す

る限 り,「 金融 問題 の解決」が,す なわち 「申小 企業問題 の解決」 と もい える

で あろ う。

最後 に租税 におい て問題 となるのは現 行税制 の不均衡 とい う点 であ る。 中小

企業 と大企業 とでは現 行税制 よ りうける影響 に如何 な る相違 が あ るか,そ の点

に関 して固定資産 再評価制度 や租税特別措 置を検討 す る必要が あ る。 固定資 産

再評価制 度は再評価額 に照応す る減価償 却を認 め る もので あ るが,他 方償却費

の増大 に照応 して課税所得が縮少 す るため法人税 ・事 業税が 軽減 され る結果,

大企業 と申小 企業 との間 に産業別差別課税 とな る作用 を果 さしめて い る。特

別償却制 度は超過償却 を通 じて大企業 に対 して利益 の社 内留保を可能 な らしめ

るもので あ り,引 当金 や準備金 において も同様 の ことがいい得 る。大企業 の法

人所得 は準備金 。引当金 。特別償 却 な どの諸制度 によつて過少 に算 出され て,

その結果所得が資本 や費用 として非課税 とな り,中 小企業 におい て は逆 に資本

た るべ き ものが所得 として課税 され てい るので あ る。 この関係 は地方 財 政に も

あ らわれ,国 税 と地方税 との連 関は地方財政窮乏 の根本的原因 と もなつて,地

方財政 の窮乏は申小企業を圧 迫す ちのであ る。零細企業 においては 主 人や家族

の労賃部分 に対 す る課税 が喰い込んでい るのが問題で あつて,そ の点 において

申小企業 にあつ ては,税 金は利潤部分 か ら資本部分へ,資 本部分 か ら労賃部分

へ と喰い込んでい る結果中小 企業の再生産 を妨 げてい るとい うことが 出来 るの

○

「



中 小 企業 経 済 論 考(阪 口)一 一249-一

で あ る。。

いい残 された財 政投融資 の社会政策的 な質 的 な 問題 としては,資 本制経済ば

必然的 に都市工 業地帯 と農漁村経 済地帯 との間 に経済発展上 の断層を生ぜ しめ

た点で あ るが,独 占寡 占へ の進展 は申小企 業の経済的窮乏 を結果 してい るか ら,

恐慌 回避 のための財 政投融資 とともに社会政策的財政投 融資が(国 内の経済的

均衡 維持 のために)求 め られて くることは必至 の こととなる。 そ して世界経済

にみ られ る競 争 の激化は国際経済的均衡維持のための財政投融資 を 要求 す るに

至 り,更 に綜 合立体 的な財 政投融資 としての産 業構造的計董化的 な経済合理化

のための施 策 を当然 に必要 としてい るので あ る。中小企業 に対 す る財政投 融資

は,金 利 の優遇や補助金 ・補給金 ・租税特 別措置 といつ た質 的補完 の意味 を持

つた もので なけれ ばな らず,他 方 におい て経済合理 的 には量的補完 の意味 を持

たせ る必要があ る。 それ故 に,わ が国の申央 。地方財政 の計書的投融資が,中

小 企業を質的 に も量的 に も補完 す る状態 に到達 す る時 こそ,「 わが国経済力 に

相応 した合理的発展化 が 達成 された」 といい得 るで あろ う。

8.結 語

申小 企業の賃金格差特 に工 業にお ける賃金格差 は,多 くの不熟練工 を含 む申

小工 業ほ ど賃金 の景気感応度が大 きいか らそのために不況期 には 軽工業 の賃金

が重工業 賃金 に比 して相対 的 に一 層低 落す ることによ り,「 益 々賃金 格差 は拡

大す る」 とい われ てい るが,し か も生産性 に賃金格差が 即 してい る点 を鑑み る

ときは,労 働組合 の大 きな力 を無視 す ることが出来 ない とい うことが現実分析

で 明 らかにされ てい るが故に,従 つ て中小企業 の労働組合 の勢力 の確立 こそが

賃金格差解消の 日本的対応策 の中心 となるので あ る。

しか し,原 料高が賃上 げを阻み,原 料高 の負担 を大企 業か ら中 小企業 に転嫁

す る現 象が発生 し,た め に大企業 よ りも申小企業の所得率 が低 くな り,特 に不

況 の場合 にはか ㌧る中小企業 は製品 安 と原料高 に挾撃 され て所得率は 低 落せ ぎ

るを得 ない。か くして生産性 は賃金 と価 格 の動 き とな り,所 得率 の変動 を結果

す る こととな るのであ る。わが国 の如 き加工 貿易体制 の もとでは 容易 に生産 と

所 得が乖離 し易いで あろ うか ら,中 小企業 にお ける蓄積 の問題 はそのため に霧



一250-一 商 学 討 究 第7巻 第2・ 第3号

散 す るに至つてい るのであ る。

生産性 の上昇が価格 を引下 げず して所得率 を引上 げ得 るのは,わ が国 の産業

が寡 占的産業で あつて競争的産業 は価 格を引下 げ,労 働組合の力が強 い ときは

賃金 を引上 げ ることを可能 にす るので ある。 ・

市場の分析は従来 単に完全競争 ・不完全競 争 ・独 占 ・寡 占 とい う ものに限 ら

れ ていたが,諸 産 業間の賃金格差 を生ぜ しめ る原 因 に対 して,寡 占度や労働組

合組織率 の与 え る影響 を考察 しなけれ ば,日 本経済 の現実 も申小 企業の経済論

考 も検 討出来 ないのであ る。

市場構造 に立 ち入つ て貸金 と価 格 と所得分配 の変動 の実証 を通ず る ことな く購

しては,中 小企業 の金融対応策 を論ず る資格 のない ことを明 らか にす るに止 つ

たが,い ろいろの条件 を捨象 して しまえば若干 の考察 として 記述 した点は,わ

た くしは,究 極 の目標 の 「しるべ」 として理論 を尊重 す る とと もに,現 実 アプ

ローチ としてで な くして,如 何 に現 実が その 「道 しるべ」 に程遠 いかを示 し得

た にす ぎない。

しか るに大企業の発展 と結 びつ かない多数 の小企業 は,そ の存立条件 を何処

に求 むべ きで あ るか?不 完全競争 は果 して小企業 の市場 を保護 す るので あ る

か?す なわち,高 い小 企業 の死亡率 が繰返 し生れ る新 しい小企業 による置換

え を可能な らしめ るので あろ うか(大 阪市周辺 の中小企業 に特 に著 しい)?

しか もその説 明 として,中 小企業 の利潤分配 が低い ため にその 結果 中小企業の

実質賃金が高 ま らぎ るを得 ないか ら存続す ると説 く仮説 には ・い さ ～か疑問 な

きを得 ない ので あ る。申小企業 を経 済理論的 に採 り挙 げて痛感 した ことは,非

理論的 な悲劇的分析 を大いに必要 とす るとい うことで あ り,反 対 に他方 におい

ては却 て純理論 を成立せ しめ る条件 を求 めて,そ れ によつて純理 論の 成立 を妨

げてい る条件 を排除す る努力 に徹 しなけれ ばな らない とお もう。中小企業論考

は 「一方 において純理 に喰い下 るとともに他方 におい て現実 に接 近 していかね

ば・到底論考 としての存在 を許 され ない ところ の悲 劇的性格 を持つ もので あ る」

とわた くしは考 え るわ けで あ る。




